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税

▲

国民健康保険税－のうち、令和３年１月31

日までに納期限が到来するもの

■�徴収猶予期間　１年間　

■�申請期限　税の種類ごとに定められている納期

限（納期限が延長された場合は延長後の期限）

■�申請方法　申請書に必要事項を記入の上、収

入や現預金の状況が分かる資料（提出が困難な

人には市から電話するなど、口頭で確認しま

す）を添えて、本館収納課（〒025-8601 花城町

9-30）へ郵送で提出してください。

個人市県民税、法人市民税、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税、

入湯税、国民健康保険税の徴収猶予の特例制度をお知らせします

　新型コロナウイルス感染症の影響により、事業

などの収入に相当の減少があった人は、「市税の徴

収猶予の特例制度」を利用することができます。徴

収猶予に係る担保は不要で延滞金もかかりません。

■�対象となる人　次の要件を全て満たす納税者・

特別徴収義務者

◦�新型コロナウイルス感染症の影響により、２月

以降、１カ月以上の任意の期間で、事業などの

収入が前年同期に比べ、おおむね20㌫以上減少

している場合

◦一時に納付し、または納入が困難な場合

※�上記の判断は、今後半年程度の事業資金の調達
状況などを考慮します

■�対象となる市税　

▲

個人市県民税

▲

法人市民税▲

固定資産税

▲

軽自動車税

▲

市たばこ税

▲

入湯
【問い合わせ】�本館収納課（☎41-3531）

納期限が９月30日となっている下記の市税は申請期限が９月30日です

令和２年度分…�国民健康保険税第３期

市税の徴収猶予の特例制度

中小企業者・小規模事業者が対象

令和３年度の固定資産税が軽減されます

　新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が

減少している中小企業者または小規模事業者が保

有する建物や設備の固定資産税が軽減されます。

■�対象　次のいずれかに該当する事業者

◦�個人事業者の場合…常時使用する従業員の数が

1,000人以下

◦�法人事業者の場合…①資本金の額または出資金

の額が１億円以下の法人②資本または出資を有

しない法人のうち従業員数が1,000人以下（大企

業の子会社を除く）

■�要件・軽減率　２月～10月の期間で、任意の連

続する３カ月間の事業収入が前年同期比で次の

減少率となっていること

▷�30㌫以上50㌫未満の減少…事業用家屋や設備な

どの償却資産に対する令和３年度の固定資産税

の２分の１を減額

▷�50㌫以上の減少…事業用家屋や設備などの償却資

産に対する令和３年度の固定資産税の全部を減額

■申請期間　令和３年１月４日（月）～２月１日（月）

■�相談窓口　

▲

中小企業庁〔☎0570-077322（月～金

曜日、午前９時30分～午後５時）〕

▲

本館資産税課〔☎
41-3529（月～金曜日、午前８時30分～午後５時15分）〕

固定資産税に係る「納税猶予」と「軽減措置」を活用した場合の令和３年度における納税額の考え方

① 任意の連続する３カ月間の収入の減少率が30㌫未満

の人は、令和２年度分の納税猶予分と令和３年度分

の合計額

② 任意の連続する３カ月間の収入の減少率が30㌫以上

50㌫未満の人は、令和２年度分の納税猶予分と令和

３年度分の土地分および２分の１に軽減された事業

用家屋分と償却資産分の合計額

③ 任意の連続する３カ月間の収入の減少率が50㌫以上

の人は、令和２年度分の納税猶予分と令和３年度分

の土地分の固定資産税合計額

※�令和３年度分の事業用家屋と償却資産の固定資産税

は免除となります

【問い合わせ】

本館資産税課（☎41-3529）

＊�申請方法など、詳しくは市ホー
ムページをご覧ください

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

＊�ｅＬＴＡＸによる申請も可能で
す。詳しくは市ホームページを
ご覧ください
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アイコンの説明： お知らせ、 学び、 催し、 保健、 募集
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基①
申請サポート窓口

９月21日
まで

国の家賃支援給付金
法人600万円、個人事業者300万円が上限

　国では、売り上げの減少に直面した事

業継続を下支えするため、「家賃支援給付

金」を支給し、地代・家賃（賃料）などの負

担を軽減しています。

　申請は、電子申請（オンライン）のみと

なっていますが、自分自身で申請するこ

とが難しい人のための申請サポート窓口

を国が設置しています。

■対象　市内事業者

■期間　９月21日（月・祝）まで

■時間　午前９時30分～午後５時30分

■会場　なはんプラザ

■相談料　無料

■�予約　申請補助シートに必要事項を記

入の上、申請サポート会場電話予約窓

口（☎0120-150-413）に予約

国が設置している家賃支援給付金
申請サポート窓口の開設期間は９月21日までです

◆　◆　◆　◆　国の家賃支援給付金の概要　◆　◆　◆　◆

■�対象　次の要件を全て満たす事業者

　� ▼資本金10億円未満の中堅企業、中小企

業、小規模事業者、フリーランスを含む個

人事業者 ▼５月～12月の売上高が次のいず

れかに当てはまること➊１カ月で前年同月

比50㌫以上減少➋連続する３カ月の合計で

前年同月比30㌫以上減少 ▼自ら営む事業の

ために占有する土地・建物の賃料など（共益

費、管理料含む）を支払っていること

■給付額・上限額

　申請日の直前１カ月以内に支払った金額を

算定の基礎として、法人または中小企業者ご

とに定められた方法によって算定された月額

の６倍を給付

◦法人の場合…600万円が上限

〔支給例〕
①支払賃料が月額６万円の場合
　６万円×３分の２×６カ月＝給付額24万円
②支払賃料が月額90万円の場合
　〔50万円＋（90万円－75万円）×３分の１〕×
６カ月＝給付額330万円

◦個人事業者の場合…300万円が上限

〔支給例〕
①支払賃料が月額10万円の場合
　10万円×３分の２×６カ月＝給付額40万円
②支払賃料が月額45万円の場合
　〔25万円＋（45万円－37.5万円）×３分の１〕
×６カ月＝給付額165万円

■�相談窓口　家賃支援給付金コールセンター

（☎0120-653-930）

支払った賃料の額 給付額の算定方法

75万円以下 支払賃料×３分の２×６カ月

75万円超
50万円＋（支払賃料の75万円超過
分×３分の１）×６カ月
※月額100万円が上限

支払った賃料の額 給付額の算定方法

37.5万円以下 支払賃料×３分の２×６カ月

37.5万円超
25万円＋（支払賃料の37.5万円超
過分×３分の１）×６カ月
※月額50万円が上限

【問い合わせ】�本館商工労政課（緯41-3539）

　市が実施している家賃補助（花巻市中小企
業持続支援事業補助金）を受けた場合でも、
国の給付金を受給できます。詳しくは、相談
窓口へお問い合わせください。

＊�申請書類などは国の家
賃支援給付金申請用
ホームページに掲載し
ています
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＊�申請補助シートは、本
館商工労政課や申請サ
ポート窓口に設置して
いるほか、市ホームペー
ジに掲載しています
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申請を希望する人
は早めの相談を！

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド


